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3-1 法律と政策

デジタル改革関連法の成立と改革の今後

山田 肇 ●東洋大学 名誉教授

デジタル改革関連法が成立しデジタル庁が発足して、我が国はDXに動
きだした。しかし、強固なアナログ原則など積み残した課題もある。

■動きだしたデジタル改革
　2021年5月にデジタル改革関連法（以下、改革
関連法）が成立し、9月にはデジタル庁が発足し
た。2001年に定められた「重点計画（e-Japan戦
略）」は、行政の簡素化・効率化、国民・事業者の
負担の軽減などをうたった。それから20年、紆
余曲折の末に、行政のデジタル改革はやっと動き
だした。では、改革関連法の成立とともに行政の
デジタルトランスフォーメーション（DX）は推進
され、それが経済社会全体のDXに結び付いてい
くのだろうか。
　筆者は『インターネット白書2021』に「IT基本
法の論点──関連法令との一括改正」を執筆し、
あるべき改革の方向性を提示した（以下、昨年記
事）。本稿では、改革関連法がこれからの経済社
会に与える影響について議論し、積み残した課題
を確認する。

■デジタル社会形成基本法の制定
　昨年記事で第一に求めたのは、2000年に成立
したがすでに時代遅れとなった高度情報通信ネッ
トワーク社会形成基本法（IT基本法）を「デジタ
ル推進法」に改正するという点であった。実際に
は、デジタル社会形成基本法（以下、新基本法）
の成立とともにIT基本法は廃止された。
　IT基本法と新基本法は目的が大きく異なって

いる。IT基本法の目的は「高度情報通信ネット
ワーク社会の形成に関する施策を迅速かつ重点的
に推進すること」であった。これに対して新基本
法は「我が国経済の持続的かつ健全な発展と国民
の幸福な生活の実現に寄与すること」を目的とし
ている。「国民の幸福な生活」という表現は、IT
基本法にはなかったものである。
　世界最高水準の高度情報通信ネットワークが形
成されても、利活用しなければ宝の持ち腐れであ
る。新基本法はデジタルの利活用を推進して国民
の幸福な生活を実現しようとしており、利活用に
焦点を当てたことは20年越しの大きな進歩であ
る。法律の目的が進歩したことを反映して、新基
本法第3条「全ての国民が情報通信技術の恵沢を
享受できる社会の実現」も修正された。「情報通
信技術を用いた情報の活用を行うことにより、デ
ジタル社会におけるあらゆる活動に参画し」が挿
入されたのである。
　新基本法は利活用を強調し、経済社会全体の
DXを展望したものになっている。

■データ連携とオープンデータ
　データ連携の重要性も、昨年記事で強調した。
個々人に最適化された製品・サービスを提供する
個別最適化についても、匿名化された大量のデー
タを統計処理して利活用するビッグデータにおい
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ても、基盤にはデータ連携があるからである。ま
た、国と地方公共団体内だけでなく、民間との間
で流通するデータも標準化しないと真のデータ連
携は実現しない。そこで、データ連携を基本方針
とするように求めた。
　新基本法第29条は、国と地方公共団体の情報
システムの共同化・集約をクラウド・コンピュー
ティング・サービスなどの形態で推進すると宣言
している。また、2021年12月24日に閣議決定さ
れた「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（以
下、重点計画）は「暮らしを変えるデータ連携の
実現」という節を設け、「デジタル化やデータ連
携に向けた取組を一気通貫で支援していくための
政策プログラムを創設する」とした1。今後の進
捗に注目したい。
　新基本法には、第30条「国民による国及び地方
公共団体が保有する情報の活用」が新設された。
第30条はオープンデータの推進を宣言するもの
であり、官民間でのデータ連携に資する規定であ
る。これにより、民間が公共データを創意工夫し
て利活用し、経済社会全体のDXを進めることを
期待するものである。

■マイナンバーの活用と個人情報保護
　マイナンバー制度を利用できる行政事務の拡大
は、行政の効率化、国民の利便性の向上、公平・
公正な社会の実現に不可欠である。
　筆者は、マイナンバー法には不正利用を防ぐ多
くの安全処置がすでに組み込まれているので、同
法における利用事務の限定列挙はやめるのがよい
と、昨年記事で主張した。だが、改革関連法には
国家資格関係事務におけるマイナンバーの利用な
どは追加されたが、残念ながら限定列挙という姿
勢は変更されなかった。
　しかし、新基本法第29条には「個人番号の利用
の範囲の拡大」が規定され、重点計画も「デジタ

ル社会におけるIDであるマイナンバーの利用の
拡大を図る」とうたっている。利用範囲が拡大し
ていくか、今後を注視したい。
　新型コロナウイルス感染症対策として特別定額
給付金が国民に給付された際に、預貯金口座をマ
イナンバーにひも付けして給付を迅速化すべきと
いう議論が起き、法案も提出された。2020年の
通常国会では成立は見送られたが、新法「公的給
付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金
口座の登録等に関する法律」が改革関連法に組み
込まれて成立した。
　マイナンバーの利用においては、個人情報保護
のかじを保護絶対から利活用を許容する方向に切
るとともに、地方公共団体ごとに異なる個人情報
保護条例の2000個問題を解決する努力も求めら
れると昨年記事で主張した。これについては、改
革関連法の一環で、個人情報保護法、行政機関個
人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の
3法が一本化された。地方公共団体ごとの個人情
報保護条例も実質廃止されることになり、大幅に
前進した。
　個人情報保護条例の実質廃止で、地方公共団体
を超えてのデータ連携が難しいという問題は解決
される方向である。これにより、児童虐待事案や
災害への対応についてでさえ、2000個問題が災
いして地方公共団体を超えての個人情報の利用が
困難であったという現状は改善されるだろう。

■進展した情報アクセシビリティ対応
　昨年記事で筆者は情報アクセシビリティへの対
応強化を提言したが、これについては改革関連法
に取り入れられ、重点計画にも盛り込まれた。
　IT基本法第8条は「地理的な制約、年齢、身体
的な条件その他の要因に基づく情報通信技術の利
用の機会又は活用のための能力における格差」の
是正を求めたが、それ以上の規定はなかった。対
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して新基本法は、IT基本法の第8条は残したまま
「第4章　施策の策定に係る基本方針」に第23条
を追加した。第23条は情報の活用機会について
「全ての国民に当該機会の確保が図られるように
するために必要な措置が講じられなければならな
い」として、具体的な施策推進を求めている。
　デジタル庁は「誰一人取り残さないデジタル社
会の実現」をミッションとして掲げている。情報
の活用に係る機会の確保および必要な能力の習
得、すなわち情報アクセシビリティへの対応が誰
一人取り残さないための前提であり、新基本法が
デジタル庁のミッションに反映されている様子が
読み取れる。
　重点計画にも情報アクセシビリティに関わる
方針が記載された。利用者視点を第一に、製品・
サービスの開発段階からサービスデザイン思考で
対応してさまざまな選択肢を用意するという内容
である。情報アクセシビリティ対応が地方公共団
体でも進展するように、国が地方公共団体などと
連携し率先して取り組むとしている点も評価でき
る。障害者を含む多様な利用者のニーズと課題を
解決しながら、デジタル行政サービスが提供され
ることを期待する。
　そして今後は、情報アクセシビリティに対応し
た製品・サービスを優先的に政府調達するといっ
た形で「誰一人取り残さないデジタル社会」を具
体化していく施策を展開してほしい。

■道半ばのアナログ原則廃止
　押印、対面・面前、書面、専門家の常駐などを
総称し「アナログ原則」と呼ぶ。このアナログ原
則の廃止は、国民の利便性の向上と負担の軽減に
結び付く。改革関連法においては、押印や書面の
交付などを求める手続きを見直すとして、48件
の法律を一括して改正した。
　押印の見直しでは、行政手続きである戸籍の

届書への押印、民間手続きである設計図書への
押印、監査報告書への押印などが廃止された。一
方、書面の見直しでは、民間手続きである宅地建
物の売買契約に係る重要事項説明書の提供は電磁
的記録による提供、つまりデジタルでの提供でも
構わないとされた。
　しかし、商業・法人登記申請、相続税申告にお
ける押印は存続し、消費者による契約解除の申込
みも書面のままに残された。後者は、消費者・弱
者保護や紛争予防の観点などから書面とすること
に意義が認められるという理由だそうだが、メー
ルやウェブサイトでの契約解除申し込みでは弱者
が保護されないという理屈は理解が難しい。
　重点計画が書面、押印、対面原則のさらなる見
直しを進めるとしているように、現時点では、ア
ナログ原則の廃止は道半ばである。

■既得権者が阻むデジタル利活用
　2021年12月22日の規制改革会議は「オンライ
ン診療・服薬指導の特例措置の恒久化等を通じ、
受診から薬剤の受領までの一連の過程をオンライ
ンで完結できるようにすることで、利用者本位・
患者本位の医療の実現を図る。診療報酬上の取
扱いを含め、オンライン診療・服薬指導の適切な
普及・促進を図るための取組を進める」と決定し
た2。
　医師法第20条は「医師は、自ら診察しないで治
療を（中略）してはならない」と規定しているが、
オンライン診療も自ら行う診察に含まれると厚生
労働省が解釈しない限り、コロナ禍で拡大してき
たオンライン診療は恒久化できない。さらに、対
面診療よりもオンライン診療の診療報酬が低い状
況を改善しなければ、医師にはオンライン診療選
択のインセンティブが働かない。規制改革会議の
決定は、医師法の壁と診療報酬制度の壁を突破し
ようというものだ。
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　だが、日本医師会は、オンライン診療に強い抵
抗感を示している。2021年11月29日に厚生労
働省で開催された「オンライン診療の適切な実施
に関する指針の見直しに関する検討会」では、オ
ンライン診療だけで完結できるというエビデンス
が不足していると、日本医師会の副会長が指摘し
た3。先に取り上げた商業・法人登記申請におけ
る押印も、廃止すると日本の押印文化を維持でき
なくなると全日本印章業協会が反対している。
　重点計画には「障害者や外出が困難な高齢者か
らはネット投票への期待もあり（中略）ネット投
票等の法的な整理の検討が必要である」と記載さ
れている。このネット投票の実現も、投票用紙を
用いた投票制度を維持したい既得権者（アナログ
政治家）との戦いである。
　アナログ原則を維持して既得権者を守るか、デ
ジタル化して国民に広く利便を提供するか、今が
正念場である。

■デジタル法制局の設置を求める
　公職選挙法に面前原則がある限り、投票のデジ
タル化はできない。オンライン診療では、主管庁
である厚生労働省による医師法の解釈や、同省が
定める診療報酬制度がデジタル化への壁となって
いる。
　河野太郎規制改革担当相（当時）は行政手続き
に必要な押印の大半を廃止すると宣言し、改革関
連法でも多くの法律が一括改正された。デジタル
臨時行政調査会でも「デジタル原則」にのっとっ
た一括見直しの議論が進んでいる。既存の法令・
制度に残るアナログ原則を廃止する結論が得られ

るように期待したい。
　これらに加え、今後生まれる法令・制度にアナ
ログ原則が盛り込まれないかを監視する必要が
ある。そこで筆者は、デジタルに対応できない法
令・制度を排除する仕組みとして、デジタル法制
局の設置を昨年記事で提案した。
　改革関連法が成立しデジタル庁が設置された今
こそ、残存あるいは新たに生まれるアナログ原則
を排除していく必要がある。デジタル庁設置法が
規定するデジタル庁の分担管理事務には、重点計
画の作成および推進、マイナンバーに関する総合
的・基本的な政策の企画立案などが列挙されてい
るが、デジタル法制局の機能に相当する管理事務
の記載はない。デジタル法制局の設置は積み残さ
れた大きな課題である。

■まとめ
　デジタル改革関連法の成立とデジタル庁の設
置によって、国も地方公共団体もデジタルの利活
用に動きだし、それによって国民に多くの利便が
提供されると期待される。行政DXは経済社会全
体のDXを進めるために必要不可欠なステップで
ある。
　データ連携や情報アクセシビリティなどは進展
しているが、マイナンバー制度の全面活用のよう
に、今後に期待するしかない分野もある。
　一方、アナログ原則も強固に残存している。ア
ナログ原則を徹底的に打破しDXを進行させるた
めに、デジタル法制局の設置は必要であると考
える。

1. https://cio.go.jp/sites/default/files/uploads/documents/
digital/20211224_policies_priority_package.pdf

2. https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/com
mittee/211222/211222general_0101.pdf

3. https://www.mhlw.go.jp/content/000869172.pdf
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